
                           

  

 

生徒指導だより 

                          N0，３ 平成２７年 ６月 ５日

６月の目標は・・・ 

「清潔な身なりを心がけよう！」 

 まぎれもなく“夏”に近づいていますね。街での装いも変わっていくように、学校でも、

ネクタイ・リボン、ブレザーから、半袖ポロシャツになります。あなたは、うまく着こなせ

ていますか。                        

衣替え移行期間（冬服から夏服への移行）が６月 

５日（金）で終わり、６月８日（月）から 

『完全夏服』になります。 

 

 

これからの夏に向けて次のことに注意しよう。 

 【昼休憩・体育の授業・体育祭練習・体育祭など】 

（１）夏服は、本校指定のポロシャツのみです。 

（２）ポロシャツの下に、Ｔシャツを着る場合は、白色・無地のものです。前や背中に文字

があるＴシャツは違反です。  

ただし、白色で前面の左胸、右胸にワンポイント程度のものは可とします。 

（３）水筒の中身は、お茶、または炭酸が入っていないスポーツ飲料（少し薄めが適切です。） 

（４）無香料・無着色の日焼け止めクリームは認められています。 

（５）制汗スプレーは、認められていません。 

   ただし、拭きタイプ（無香料）は OK です。 

 

市教育委員会、広島警察本部交通部より６月１日から「自転車運転中の危険行為」を繰り

返すと自転車運転者講習を受けることになります。 

その危険行為は【信号無視】【一時不停止】【ブレーキ不良自転車運転】です。 

自転車の乗車中は「ルール」「マナー」を守り、また、自分が歩行者の場合でも「ルール」

「マナー」も守って事故に遭わないようにしましょう。 

 ※ニュースにもありましたが、片方だけのイヤホーンも危険行為となっています。 

 

確認事項 

6/3(水)生徒朝会で全校へ 

指導しました 

家の人にも必

ず見せよう！ 



 

【生活美化委員会】                  

                   【評議員】  

 

とうかさん【夜の祭り】について（お願い） 

広島の夏を彩る『とうかさん』が６月５日（金）６日（土）７日（日）の 3 日間開催され

ます。夜の祭りということもあり、様々なトラブルが懸念されます。市内中心部でも最近不

穏な動きがあり、関係機関も徹底的に取り締まるとのことです。      

つきましては、上記の指導について市教委より「期間中における、非行防止及び被害防止」

の依頼を受けましたので、各家庭でもご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

広島県青少年健全育成条例１５条第８号（深夜）、同第４２条１項（深夜外出の制限）によ

り、深夜（午後 11時以降）の帰宅は認められていません。 

● 生徒だけの参加は、いろいろな事件やトラブルが予想され、恐喝や脅迫に遭うなど、

被害が続出しているとの情報を受けています。 

● 二次被害に遭う危険性もありますので、生徒だけの参加は好ましくないと判断します。 

 生徒には各担任から、次のことを指導しました。 

◎ 恐喝・ゆすり・たかりによる被害が心配されます。 

＊ 服装（身なり）、髪などに注意すること 

＊ 人通りの少ない所や暗い所を通らないこと 

＊ 保護者と共に参加すること 

 

委員会としても、服装点検を行います。 

期間：６月１５日（月）～１９日（金） 

点検内容： 

① 男子～シャツが入っているか 

② 女子～スカート丈   

③  靴下～くるぶしソックス、色付きは禁止 

メイクレコードでは、暮会学習の

チェックを行います。 

６月８日（月）～１２日（金） 


